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● 議題１ 福岡市国民健康保険の事業状況について（報告）

１．医療保険制度

（１）医療保険制度の体系

資料元：厚生労働省

我が国では、国民が何らかの公的医療保険に加入し、病気やけがをした場合は、いつでも・どこでも・だれでも、低負
担で必要な医療が受けられる『国民皆保険制度』が確立している。

市町村国保は、国民皆保険制度を支えるセーフティネットの役割を担っている。

－ ２ －

後期高齢者医療制度

約17兆円

65歳

75歳

・75歳以上

・約1,890万人

・保険者数：47（広域連合）

健康保険組合協会けんぽ（旧政管健保）
国民健康保険

（市町村国保＋国保組合） 共済組合

※１ 加入者数・保険者数、金額（給付費）は、令和４年度予算ベースの数値。
※２ 上記のほか、法第３条第２項被保険者（対象者約２万人）、船員保険（対象者約10万人）、経過措置として退職者医療がある。

約９兆円 約６兆円 健保組合・共済等 約５兆円

・大企業のサラリーマン

・約2,830万人

・保険者数：約1,400

・中小企業のサラリーマン

・約3,930万人

・保険者数：１

・公務員
・約910万人

・保険者数：85

・自営業者、年金生活者、

非正規雇用者等

・約2,850万人

・保険者数：約1,900

前期高齢者財政調整制度（約1,590万人）約７兆円（再掲）

約1,170万人 74% 約310万人 19% 約100万人 6% 約20万人 1%

地 域 保 険 職 域 保 険 ＝ 被 用 者 保 険



（２）市町村国保と他の医療保険との比較

－ ３ －

資料元：厚生労働省

市町村国保 協会けんぽ 組合健保 共済組合

保険者数
（令和２年３月末）

１，７１６ １ １，３８８ ８５

自営業者・年金生活者など 中小企業のサラリーマン 大企業のサラリーマン 公務員

２，６６０万人
（１，７３３万世帯）

４，０４４万人
（被保険者２，４７９万人）
（被扶養者１，５６５万人）

２，８８４万人
（被保険者１，６３５万人）
（被扶養者１，２４９万人）

８５４万人
（被保険者４５６万人）
（被扶養者３９８万人）

加入者平均年齢
（令和元年度）

５３．６歳 ３８．１歳 ３５．２歳 ３２．９歳

６５～７４歳の割合
（令和元年度）

４３．６％ ７．７％ ３．４％ １．４％

加入者一人あたり医療費
（令和元年度）

３７．９万円 １８．６万円 １６．４万円 １６．３万円

加入者一人あたり平均所得（※１）

（令和元年度）
８６万円 １５９万円 ２２７万円 ２４８万円

加入者一人あたり平均保険料
（令和元年度）（※２）
＜事業主負担込＞

　　　　　　　8.9万円
一世帯あたり
　　　　　　13.8万円

　　11.9万円<23.8万円>
被保険者一人あたり
　　19.5万円<38.9万円>

　　13.2万円<28.9万円>
被保険者一人あたり
　　23.2万円<50.8万円>

　　14.4万円<28.8万円>
被保険者一人あたり
　　26.8万円<53.6万円>

保険料負担率（※３） １０．３％ ７．５％ ５．８％ ５．８％

（※１） 市町村国保については、「総所得金額（収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの）及び山林所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を

　　加えたものを年度平均加入者数で除したもの。（市町村国保は「国民健康保険実態調査の前年所得を使用している。）

　　協会けんぽ、組合健保、共済組合については、「標準報酬総額」から「給与所得控除に相当する額」を除いたものを、年度平均加入者数で除した参考値。

（※２） 加入者一人あたり保険料額は、市町村国保は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介護分は含まない。

（※３） 保険料負担率は、加入者一人あたり平均保険料を加入者一人あたり平均所得で除した額。

加入者数
（令和２年３月末）



（３）市町村国保が抱える構造的な問題

－ ４－

１．年齢構成

① 年齢構成が高く、医療費水準が高い
・ 65～74歳の割合 ： 市町村国保 （ ４３．６％ ）、健保組合（ ３．４％ ）

・ 一人あたり医療費 ： 市町村国保 （ ３７．９万円 ）、健保組合（ 16．４万円 ）

２．財政基盤

３．財政の安定性・市町村格差

② 所得水準が低い
・ 加入者一人あたり平均所得 ： 市町村国保（ ８６万円 ）、健保組合（ 227万円（推計））

・ 無所得世帯割合 ： 2７．７％

③ 保険料負担が重い
・ 加入者一人あたり保険料／加入者一人あたり所得

市町村国保（ １０．３％ ）、健保組合（ ５．８％ ） ※健保は本人負担分のみの推計値

④ 保険料（税）の収納率
・ 収納率 ： 平成１１年度 ９１．３８% → 令和元年度 ９２．９２%

・ 最高収納率 ： ９６．15％（ 島根県 ） ・最低収納率 ： ８８．92% （ 東京都 ）

⑤ 一般会計繰入・繰上充用
・ 市町村による法定外繰入額 ： 約１，７５１億円（ うち決算補てん等の目的 ： 約１，０９６億円 ）

・ 繰上充用額 ： 約２１４億円（ 平成３０年度 ）

⑥ 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在
・ １，７１６保険者中３，０００人未満の小規模保険者 ５６８（全体の３３．１％）

⑦ 市町村間の格差
・ 一人あたり医療費の都道府県内格差 最大２.5倍（北海道） 最小 1．１倍（富山県）

・ 一人あたり保険料の都道府県内格差 最大 ３．５倍（北海道） 最小 １．３倍（山口県、香川県）

資料元 ： 厚生労働省



国民健康保険事業は、市町村間で年齢構成や所得、医療費水準の差が生じており、さらに小規模保険者が多数存
在することから、高額な医療費の発生で財政が不安定になりやすい等の財政運営上の課題等があったため、平成３０
年度から財政運営の都道府県単位化が実施され、新たに都道府県は、財政運営の責任主体として中心的な役割を担う
こととなった。

－ ５ －

２．国民健康保険事業の都道府県単位化

（１）財政運営のイメージ

◆県は、県内の医療給付費等の見込みを立て、保険料収納必要額を算定し、各市町村の納付金を決定する（所得水準、年齢
調整後の医療費水準を考慮）。

◆市町村は、県へ納める納付金や保健事業費を賄うため、各市町村ごとの算定方式・予定収納率等に基づき、実際に賦課
する保険料率を決定、保険料を賦課・徴収する。

納付金

県

保険料収納必要額
（国保事業費納付金）

県内医療給付費等
（後期高齢者支援金，介護納付金含む）

国・県等の公費
（前期高齢者交付金含む）

納付金の納付

保険料の徴収

各市町村

保険料

必要額

医療給付費等
（後期高齢者支援金，

介護納付金含む）

国・県等の公費
(前期高齢者交付金含む)

一般

会計

繰入金

保健

事業等

被保険者

保険料の決定・賦課

保険料の徴収

被保険者

Ａ市

改革前 改革後

医療給付費等と同額を

市町村に交付
・納付金の決定

・標準保険料率の提示

・実際に賦課する保険料率の決定

・保険料の賦課

〔歳出〕

〔歳入〕

保険料

必要額

国・県等

公費

一般

会計

繰入金

保険給付費等交付金

医療給付費等
保健

事業等

Ｃ村

Ｂ町



（２）各市町村の納付金算定イメージ（概略）
①県全体の納付金総額を被保険者数や所得水準に応じて各市町村へ割り当て

負担の公平性の観点及び市町村の医
療費適正化機能が積極的に発揮されるよ
う、原則として、各市町村の年齢構成調整
後の医療費水準を反映させる。

なお、後期高齢者支援分、介護納付金
分の納付金については、医療費水準によ
る納付金額の調整は行われない。

②医療費水準による納付金の負担調整（医療分納付金のみ）

－ ６ －

県全体の医療分、後期高齢者支援分、
介護納付金分それぞれの納付金総額を
応益分と応能分に分け、応益分は各市町
村の被保険者数や世帯数に応じて、応能
分は各市町村の所得総額に応じて納付
金を割り当てる。

(参考)福岡市の状況
１人あたり所得水準 1.091 （R４年度推計所得，県平均＝１）
１人あたり医療費水準 0.968 （H30～R２年度平均，県平均＝１）

← → ← →

1）1人あたり医療費が県平均よりも低い
⇒納付金が割引かれ，負担減少

2）1人あたり医療費が県平均よりも高い
⇒納付金が割増され，負担増加

3）1人あたり医療費が県平均並み
⇒調整は生じず，平均的な負担

C村

c’ c”

B町 b’

C村

A市

b”

a’ a”

c’ c”

a’ a”

b’ b”

A市

B町

各市町村納付金

県全体納付金
応益分（被保険者数） 応能分（所得水準）

a’ b’ c’ a” b” c”


Sheet1

		(参考)福岡市の状況 サンコウフクオカシジョウキョウ

		１人あたり所得水準 ヒトリショトクスイジュン		1.091		（R４年度推計所得，県平均＝１） ネンドスイケイショトクケンヘイキン

		１人あたり医療費水準 ヒトリイリョウヒスイジュン		0.968		（H30～R２年度平均，県平均＝１） ネンドヘイキンケンヘイキン






応能応益

				県全体納付金 ケン ゼンタイ ノウフキン

				←		応益分（被保険者数） オウエキ ブン ヒホケンシャ スウ																																				→		←		応能分（所得水準） オウノウ ブン オウブン ショトク スイジュン																																				→
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				B町納付金 マチ ノウフキン																																b’								b”
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																																				b’								b”																⇒納付金が割増され，負担増加 ノウフキン ワ マ フタン ゾウカ
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																								a’																				a”																⇒納付金が割引かれ，負担減少 ノウフキン ワリビ フタン ゲンショウ



														B町納付金 マチ ノウフキン																																												2）1人あたり医療費が県平均よりも高い ヒトリ イリョウヒ ケン ヘイキン タカ

																																				b’								b”																⇒納付金が割増され，負担増加 ノウフキン ワ マ フタン ゾウカ





														C村納付金 ムラ ノウフキン																		c’												c”														3）1人あたり医療費が県平均並み ヒトリ イリョウヒ ケン ヘイキン ナ

																																																												⇒調整は生じず，平均的な負担 チョウセイ ショウ ヘイキン テキ フタン





市町村 (6色)

				県全体納付金 ケン ゼンタイ ノウフキン

				←		応益分（被保険者数） オウエキ ブン ヒホケンシャ スウ																																				→		←		応能分（所得水準） オウノウ ブン オウブン ショトク スイジュン																																				→

				a’																				b’								c’												a”												b”																				c”





				A市納付金 シ ノウフキン																				a’																				a”





				B町納付金 マチ ノウフキン																																b’								b”





				C村納付金 ムラ ノウフキン																												c’												c”





														A市納付金 シ ノウフキン																																												1）1人あたり医療費が県平均よりも低い ヒトリ イリョウヒ ケン ヘイキン ヒク

																								a’																				a”																⇒納付金が割引かれ，負担減少 ノウフキン ワリビ フタン ゲンショウ



														B町納付金 マチ ノウフキン																																												2）1人あたり医療費が県平均よりも高い ヒトリ イリョウヒ ケン ヘイキン タカ

																																				b’								b”																⇒納付金が割増され，負担増加 ノウフキン ワ マ フタン ゾウカ





														C村納付金 ムラ ノウフキン																		c’												c”														3）1人あたり医療費が県平均並み ヒトリ イリョウヒ ケン ヘイキン ナ

																																																												⇒調整は生じず，平均的な負担 チョウセイ ショウ ヘイキン テキ フタン





市町村 (6色) (丈ぞろえ)

				県全体納付金 ケン ゼンタイ ノウフキン

				←		応益分（被保険者数） オウエキ ブン ヒホケンシャ スウ																																				→		←		応能分（所得水準） オウノウ ブン オウブン ショトク スイジュン																																				→

				a’																				b’								c’												a”												b”																				c”



												各市町村納付金 カクシチョウ ソン ノウフキン

														A市 シ										a’																				a”





														B町 マチ										b’								b”





														C村 ムラ										c’												c”





														A市 シ																																												1）1人あたり医療費が県平均よりも低い ヒトリ イリョウヒ ケン ヘイキン ヒク

																								a’																				a”																⇒納付金が割引かれ，負担減少 ノウフキン ワリビ フタン ゲンショウ



														B町 マチ																																												2）1人あたり医療費が県平均よりも高い ヒトリ イリョウヒ ケン ヘイキン タカ

																								b’								b”																												⇒納付金が割増され，負担増加 ノウフキン ワ マ フタン ゾウカ





														C村 ムラ										c’												c”																						3）1人あたり医療費が県平均並み ヒトリ イリョウヒ ケン ヘイキン ナ

																																																												⇒調整は生じず，平均的な負担 チョウセイ ショウ ヘイキン テキ フタン
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３．医療保険制度別の財政の概要
－ ７ －



４．現状と課題

（１）加入者の状況

－ ８ －

・被保険者のうち６５～７４歳は増加傾向

2４年度末：約2６％ → Ｒ３年度末：約35％

●高齢者が多く、今後も高齢化は進展



・福岡市は、所得30万円未満の世帯が

約43％であり、全国平均より高いこと

から、所得水準が低い傾向にある。

※全国の資料元：国民健康保険実態調査報告

－ ９－

・全体の約５割を占める所得43万円以下の世帯は、

基礎控除43万円が適用されることから、所得が０円となる。

⇒所得割保険料が賦課されないため、所得割保険料が０円となる。

・全体の約５割の世帯で所得割保険料を負担することになるが、

約４割が所得２00万円以下の低所得層である。

●低所得層の保険料負担感が重くなる構造である。

所得200万円以下の世帯



（２）福岡市国保の医療費の現状

－ １０ －

○総医療費・一人あたり医療費の推移

○年齢階層別一人あたり医療費の推移

●高齢化の進展や医療費の高度化
により、一人あたり医療費は、
年々増加しているが、2年度は、
緊急事態宣言期間中の受診件数の
減などにより、減少している。

●高齢になるほど、一人あたり医
療費は高くなる。

５5～５9歳で平均を超え、

７０～７４歳で平均の約１．６倍
となっている。

年齢階層別医療費
（資料元） 国保データベース（KDB）システム

医療費は，医科（外来，入院），歯科，調剤のみ

伸び率

H25 364,300 ▲0.2%

H26 359,406 ▲1.3%

H27 352,188 ▲2.0%

H28 341,434 ▲3.1%

H29 330,367 ▲3.2%

H30 322,959 ▲2.2%

R1 316,396 ▲2.0%

R2 313,989 ▲0.8%

R3 309,917 ▲1.3%

年度
平均

国保被保険者数
（各年４月～３月）



（資料元）国保データベース（KDB）システム 健康スコアリング（医療）
外来、歯科医療費には、調剤を含む。

○入院・外来医療費の比較（令和３年度）

●入院の件数は約２％であるが、
医療費は約４０％を占めている。

●疾病別の医療費割合は、
「新生物（がん）」、「循環
器系（脳血管疾患、虚血性心
疾患）」、「内分泌、栄養・
代謝（糖尿病）」、「腎・尿
路（腎不全）」など、生活習
慣病と関連のある疾病の医療
費の割合が高く、全体の４割
を超えている。

※（ ）内は関連する生活習慣病の例

○主な疾病別医療費割合の推移

－ １１ －



【大分類別医療費】

【中分類別分析】

○入院・外来医療費の主な疾病別医療費割合（令和３年度）

外来医療費 約541億円

●外来医療費では、
糖尿病、脂質異常症、
高血圧性疾患などの
生活習慣病が高額と
なっている。

●糖尿病や高血圧な
どに起因して罹患す
ることが多い腎不全
も高額となっている。

・入院・外来医療費を大分類別に分析。医科レセプトと突合できた調剤医療費のみ疾病別医療費に含む。
・大分類別医療費の上位３分類について、それぞれの中分類の上位を抽出。
・資料元：国保データベース（KDB）システム 健康スコアリング（医療）

入院医療費

【大分類別医療費】

【中分類別分析】

約414億円

●入院医療費では、

脳梗塞や虚血性心疾患
など生活習慣病の重症
化疾患が高額となって
いる。

－ １２ －

中分類 医療費
（億円）

割合

糖尿病 41.9   7.8%
脂質異常症 25.2   4.7%

79.7 億円 (14.9%) 甲状腺障害 4.1      0.8%
気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 15.6    2.9%
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 11.1    2.1%

77.2 億円 (14.4%) 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 5.9      1.4%
高血圧性疾患 27.5   5.1%
虚血性心疾患 5.5      1.0%

57.8 億円 (10.8%) 脳梗塞 2.1      0.4%

腎不全 24.8   4.6%
乳房及びその他の女性生殖器の疾患 2.7      0.5%

37.2 億円 (6.9%) 前立腺肥大（症） 2.2      0.4%

循環器系の疾患

尿路性器系の疾患

大分類

内分泌，栄養及び
代謝疾患

新生物

中分類 医療費
（億円）

割合

気管、気管支及び肺の悪性新生物 11.4    2.8%
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 5.9      1.6%

82.0 億円 (19.8%) 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 5.6      1.3%
脳梗塞 12.6    3.0%
虚血性心疾患 12.5    3.0%

69.5 億円 (16.8%) 脳内出血 5.9      1.4%
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 25.9    6.2%
気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 9.9      2.4%

52.1 億円 (12.6%) 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 4.0      1.0%

精神及び行動の障害

大分類

新生物

循環器系の疾患



〇生活習慣病の状況

年齢階層別高血圧症・脂質異常症・糖尿病患者数
（令和４年3月診療分） （資料元）国保データベース（KDB）システム

●高血圧症、脂質異常症、糖尿病の患者数及び患者割合は、
年齢が高くなるにつれて、増加幅が大きくなっている。

●脳血管疾患・虚血性心疾患の新規患者数は減少傾向であっ
たが、令和3年度は横ばい。

●人工透析の新規患者は100人前後で推移していたが、令和
３年度は増加傾向。糖尿病有病割合は約８割を占めている。

重症化疾患（脳血管疾患・虚血性心疾患）の新規患者数
の推移

新規透析導入者数と糖尿病有病率

（資料元）保健事業等評価・分析システム

（資料元）保健事業等評価・分析システム

－ １３ －



（３）一人あたり保険料及び繰入金の推移

○一人あたり保険料（予算）及び一般会計繰入金（予算）の推移

●一人あたり医療費は年々増加
しているが、一人あたり保険料
は横ばいで推移している。

●一人あたり保険料（医療分＋
支援分）は、平成23年度に引き
下げ、令和元年度までは据え置
いてきた。

令和２年度は、赤字削減・解
消計画に基づき、一人あたり保
険料を２千円引き上げ、３年度
以降は据え置いている。

収納対策の強化とともに、

一般会計から多額の繰入等によ
り「22年度の保険料水準」を維
持している。

○一人あたり医療費と保険料の比較 （22年度を「100」とした場合の数値）

－ １４ －

増減 増減 増減

円 円 円 円 円 円 億円 億円 億円

H23 71,999 ▲ 2,000 20,341 ▲ 654 92,340 ▲ 2,654 116.8 71.0 187.8
H25 71,999 － 23,717 2,599 95,716 2,599 120.4 51.6 172.0
H27 71,999 － 19,639 ▲ 4,206 91,638 ▲ 4,206 148.2 30.7 178.9
H29 71,999 － 23,385 1,909 95,384 1,909 143.2 49.8 193.0
Ｒ 元 71,999 － 21,849 ▲ 178 93,848 ▲ 178 137.2 35.8 173.0
Ｒ ２ 73,999 2,000 24,188 2,339 98,187 4,339 141.9 51.3 193.2
Ｒ ３ 73,999 － 25,114 926 99,113 926 146.3 44.3 190.6
Ｒ ４ 73,999 － 23,372 ▲ 1,742 97,371 ▲ 1,742 143.6 40.9 184.5

医療分＋支援分(A) 介護分(B)
一般会計繰入金（予算）  一人あたり保険料（予算）

年度 合計(A)+(B)
合計法定 法定外



保険料必要総額は、県に納める納付金や保健事業等の必要経費の総額から、国・県等からの収入や一
般会計繰入金等を差し引いた額になっている。 ※5ページの右下の図を参照

納付金などの歳出を減らしたり、又は、一般会計繰入金などの歳入を増やすことで、保険料必要額を抑
えることができる。

①一人あたり納付金額（129,889円）は、２０政令市中、8番目に高い。

②一人あたり一般会計繰入金額（61,000円）は、２０政令市中、１番高い。

予算上の一人あたり保険料（医療分＋支援分）は、20政令市中2番目に低い。

（４）福岡市の保険料の状況

予算段階

②一人あたり一般会計繰入金（円） ◆一人あたり保険料（円）
〔医療分＋支援分〕

①一人あたり納付金額（円）
〔医療分＋支援分〕

※括弧内は昨年度順位

≪参考≫うち一人あたり
赤字対象繰入金（円）

Ｒ４予算

順位 都市名 金額

① 福岡 61,000 (１)

② 北九州 58,398

③ 熊本 57,443

④ 神戸 57,326

～

⑰ 相模原 36,542

⑱ 千葉 36,067

⑲ さいたま 31,863

⑳ 浜松 29,907

Ｒ４予算

順位 都市名 保険料

① 川崎 98,556

② 横浜 95,750

③ 浜松 95,652

④ さいたま 92,624

～

⑰ 札幌 76,509

⑱ 京都 74,521

⑲ 福岡 73,999 (17)

⑳ 北九州 70,413

Ｒ４予算

順位 都市名 金額

① 川崎 9,721

② 福岡 7,578

③ 横浜 5,028

④ 名古屋 3,542

⑤ さいたま 3,345

⑥ 熊本 2,434

⑦ 大阪 1,611

⑧ 残り13都市 0

－ １５ －

Ｒ４予算
順位 都市名 金額

① 堺 139,094
② 川崎 138,829
③ 大阪 137,876
④ 神戸 136,724
⑤ 熊本 136,111
⑥ 横浜 133,822
⑦ 名古屋 131,861
⑧ 福岡 129,889 （７）
～

⑰ 千葉 120,564
⑱ 京都 118,965
⑲ 仙台 117,475
⑳ 新潟 113,281



③所得割賦課世帯の割合 ④一世帯あたり所得（万円）

保険料は、所得割、均等割、世帯割から構成され、それぞれの保険料率は、保険料賦課総額を賦課割合

で配分し、決定する。

③所得割が賦課される世帯の割合（51.28％）は、１８政令市中５番目に低い。
④一世帯あたり所得（74.0万円）は、２０政令市中７番目に低い。

保険料総額の５０％を占める所得割保険料は、国保世帯の約半数で負担しなければならず、一世帯あたりの所得も
低いことから、保険料率が高くなるため、所得割保険料がかかる世帯の負担が重くなる。 ※9ページ参照

賦課段階

【賦課割合】

（世帯ごとに賦課される）
世帯割　２０％

（被保険者数に応じて賦課される）
均等割　３０％

（被保険者の所得に応じて賦課される）
所得割　５０％

（参考）所得割の賦課割合〔医療分〕

－ １６ －

※括弧内は
昨年度順位

Ｒ４予算
順位 都市名 割合

① さいたま 62.87%

② 川崎 60.00%

② 横浜 60.00%

④ 浜松 55.49%
～

⑩ 福岡 50.00% (10)
～

⑰ 北九州 47.00%

⑱ 大阪 46.00%

⑲ 神戸 45.00%

⑳ 熊本 43.64%
20市中６市が50%で10位

Ｒ３年度賦課時点

順位 都市名 割合

① 浜松 71.12%

② 名古屋 59.19%

③ さいたま 59.00%

④ 新潟 58.22%

～

⑬ 堺 50.96%

⑭ 福岡 51.28% (13)

⑮ 北九州 49.32%

⑯ 神戸 49.05%

⑰ 京都 48.82%

⑱ 大阪 48.00%

※横浜、川崎は未算出

令和２年中所得

順位 都市名 所得額

① 川崎 113.3

② 横浜 107.3

③ さいたま 106.3

④ 浜松 100.6

～

⑭ 福岡 74.0 (14)

⑮ 神戸 73.3

⑯ 堺 72.2

⑰ 京都 69.9

⑱ 大阪 67.4

⑲ 札幌 62.5

⑳ 北九州 62.0



○モデル保険料 （令和４年度の医療分＋支援分＋介護分の合計保険料）

■給与収入９８万円（所得４３万円）の場合

・所得割保険料が賦課されない

・均等割と世帯割は、７割軽減される（法定軽減）

一人あたり保険料の伸びを抑えているため、政令
市の中で中位となる。

■給与収入３００万円（所得２０２万円）の場合

・所得割、均等割、世帯割すべてが賦課される

・法定軽減の対象とならない

所得水準が低いことから、所得割保険料が

高くなるため、政令市の中で中位となる。

－ １７ －

※括弧内は昨年度順位

■所得割保険料がかからない世帯（給与収入９８万円）

１人世帯（介護該当者） ３人世帯（うち介護該当者２人）

順位 都市名 保険料（円） 順位 都市名 保険料（円）

① 神戸　 27,810 ① 名古屋　 60,028
② 熊本　 27,810 ② 熊本　 59,250
③ 大阪　 27,388 ③ 神戸　 56,990
④ 堺　 27,371 ④ 大阪　 54,281
⑤ 静岡　 24,400 ⑤ 堺　 53,659
～ ⑥ 川崎　 52,890
⑫ 福岡　 22,700 (10) ～

～ ⑮ 福岡　 43,700 (14)
⑯ 名古屋　 21,710 ⑯ 千葉　 43,540
⑰ 新潟　 20,900 ⑰ さいたま　 43,200
⑱ 川崎　 19,180 ⑱ 相模原　 41,000
⑲ 横浜　 18,200 ⑲ 新潟　 40,000
⑳ さいたま　 15,300 ⑳ 札幌　 37,940

■所得割保険料がかかる世帯（給与収入３００万円）

１人世帯（介護該当者） ３人世帯（うち介護該当者２人）

順位 都市名 保険料（円） 順位 都市名 保険料（円）

① 神戸　 326,890 ① 大阪　 405,935
② 大阪　 316,286 ② 熊本　 398,635
③ 堺　 310,823 ③ 堺　 398,455
④ 札幌　 297,850 ④ 神戸　 386,800
⑤ 熊本　 293,835 ⑤ 岡山　 362,415
～ ～

⑩ 福岡　 277,900 (5) ⑩ 福岡　 347,800 (5)

～ ～

⑯ 静岡　 251,700 ⑯ 川崎　 324,440
⑰ 川崎　 250,780 ⑰ 広島　 315,453
⑱ 広島　 243,214 ⑱ 名古屋　 314,866
⑲ 相模原　 240,700 ⑲ 相模原　 303,500
⑳ さいたま　 240,000 ⑳ 千葉　 302,010



４．令和３年度国民健康保険事業特別会計決算見込
○令和３年度決算見込

○収支が黒字（３３億１４百万円）となった主な要因

○決算剰余金の取扱い

・新型コロナウィルス感染症の影響等により、保険給付費が約１１億円減少
・県からの普通交付金が約３億円増加
・保険料収納率が見込みを上回ったこと等により、保険料が約８億円増加したこと

－ １８ －

令和３年度の収支（歳入－歳出）

１４８，７０４百万円 － １４５，３９０百万円 ＝ ３，３１４百万円

・県からの過交付による普通交付金の返還等に活用した上で、残額が生じる場合は国保基金へ積立予定



○令和３年度 決算見込状況（構成割合）

【歳出】

－ １９ －

【歳入】



国保の財政が

脆弱化している

（１）収入の確保
（被保険者間の負担の公平を図る）

①保険料収入の確保・収納率の向上
②資格の適正化

（２）支出の増加抑制
（効率的・効果的な医療費適正化の推進）

①給付適正化計画の推進
②データヘルス計画の推進

①年齢構成が高く、医療費水準が高い

②低所得者が多く、所得水準が低い

③保険料負担が重い

構造的な問題

保険料の

収納率低下

結果

国保制度を維持するため の取組みが必要

－ ２０ －

５．財政健全化に向けた取組み

http://yajidesign.com/?p=61


ア．３年度保険料収納率

・ 現年度保険料 目標 ９３．００％ → 実績 ９２．６５％（対前年度比 ０．３４ポイント増）

・ 滞納繰越保険料 目標 ３３．００％ → 実績 ３０．３５％（対前年度比 １．２５ポイント減）

（１）収入の確保

①保険料収入の確保・収納率の向上のための取組み

－ ２１ －



イ．口座振替加入世帯の推移

令和３年度末の口座振替世帯割合 ４８．０％（対前年同月比 １．３ポイント増）

－ ２２ －

口座振替世帯の収納率は97.3％、口座以外世帯は85.4％と
なっているため、更なる口座振替推進の取組みが重要

口座加入世帯の増加に伴い、口座振替による収納割合も増加

令和元年度から、スマートフォンやパソコンで口座振替

の申し込み手続きができる「インターネット（WEB）口

座振替受付サービス」を導入し、加入時のほか納付相

談時などあらゆる機会を捉えて加入勧奨を行っている。

また、区役所窓口では、キャッシュカードで簡単に口座

振替の申し込みができるペイジー口座振替受付サー

ビスを活用し、加入手続きと併せて口座振替の登録を

行っており、口座振替加入世帯数は年々増加している。



ウ．滞納世帯数等の推移

悪質な滞納者に対しては、財産調査や差押等の滞納処分を早期に着手することにより、滞納処分件数、金額ともに増加し
ている。

令和３年度の滞納世帯数及び滞納率は、若干減少している。

① 滞納世帯と接触を図り、保険料収入を確保すること

② 保険料を誠実に納付されている被保険者との負担の公平

を図ること

エ．差押等滞納処分の推移

証区分 短期被保険者証 資格証明書

交付対象者 保険料を滞納している世帯に対して交付
特別な事情（病気や事業の休廃止など）がな
く、納期限から１年間が経過するまでの間に
保険料を納付しない場合に交付

被保険者証との
違い

被保険者証の有効期間が６か月
（通常は１年間）

医療機関で一旦医療費の全額（１０割）を支
払い、後日、区役所で手続きを行えば保険者
負担分（通常７割）を支給

交付の根拠 国民健康保険法第９条第１０項 国民健康保険法第９条第３項

－ ２３ －

○短期証・資格証の交付基準とその目的

※29～30年度：3月末時点、元～３年度：翌年7月末時点
(一斉更新時期変更による）



○ 令和４年度の主な取組み

現年度対策
• 口座加入率の向上

• 文書・電話催告等の初期納付指導の徹底

• 現年度分保険料に係る滞納処分の早期着手

○ 全市目標

○ 令和４年度に検討・実施する項目
• 効果的・効率的な業務執行体制の検討

• コールセンターの効果的活用方法の検討

• 職員、納付相談員の納付折衝能力等の向上

保険料収納率
・現年度分 ９３．５％ （3年度実績 92.31％）
・滞納繰越分 ３２．０％ （3年度実績 31.60％）

 口座振替加入率
・加入率 ４９．０％ （3年度実績 47.97％）

 資格証明書交付世帯からの脱却

・減少率 ▲１０．０％ （3年度実績 ▲12.77％）

②資格の適正化

不要な保険料の賦課や給付がないよう、被保険者資格の適正化を推進する。

被用者保険の被扶養者資格を有する者等に対して、文書や電話等による調査を行い、被用者保険への加入勧奨等を行う。

被用者保険に加入しているにも関わらず、国保の資格喪失届出を行っていないことにより国保の資格が継続している世
帯に対して、届け出の勧奨を行い、健康保険の二重加入や滞納世帯の減少につなげている。

令和４年度 国民健康保険料収納対策基本方針（抜粋）

－ ２４ －

各区では、収入の確保及び収納率の向上を図るため、実情に応じて目標収納率等を設定し、文書や電話での

催告業務や差押え等の滞納整理業務を実施。

滞納繰越対策

• 財産調査の徹底及び滞納処分の強化

• 架電による具体的事情の把握

共通項目
• 分納管理の徹底

• 保険給付の申請勧奨・一時差止め

• 資格証交付世帯の状況把握、整理

ア．資格適用の適正化調査 《 令和３年度実績 》 調査件数：42,960世帯 被用者保険へ移行等：1,030世帯

イ．被用者保険加入未届者の資格適正化 《令和３年度実績》 調査件数 ：1,920世帯 適正化処理件数：1,089世帯



（２）支出の増加抑制

①給付適正化計画の推進

患者の自己負担額の軽減や医療費の削減を図るため、ジェネリック医薬品の普及促進に努める。

ア．ジェネリック医薬品の普及促進

イ．レセプト点検による医療費の適正化

レセプト（診療報酬明細書）について、診療内容や福岡市国保資格の有無等の点検を行い、医療費の適正化を図る。

「福岡市国民健康保険医療費適正化計画」に基づき、医療費の適正化を効率的・効果的に推進する。

●内容点検
症状、病名に対する診療内容の妥当性等を点検し、請求内容に

疑義があるレセプトについて審査機関へ再審査請求を行う。

●資格点検
資格の有無のほか、負担割合や限度額適用区分の相違などを

確認し、過誤調整等を行う。

●ジェネリック医薬品切替希望シールの全世帯配布

●テレビ・ ラジオを活用した広報の実施

●ジェネリック医薬品に切り替えた場合の負担軽減のお知らせの送付

－ ２５ －

【普及率】

元年度 ２年度 ３年度

全国 77.4 79.2 79.2

福岡県（国保） 79.3 80.9 80.7

福岡市（国保） 78.6 80.0 79.7

【差額通知による削減額及び切替率】

元年度 ２年度 ３年度

357 344 318

37.3 39.2 40.4

普及率
（％）

　削減額 （百万円）

　切替率 （％） ※累計

※

※R3.9時点

【内容点検効果率・効果額】

元年度 2年度 3年度

全国 0.18 - -

福岡県 0.17 0.18 -

福岡市 0.17 0.17 0.15

153 150 139
※令和2年度の全国及び3年度の全国・福岡県の効果率は未確定

効果率
（％）

効果額 （百万円）



ウ．訪問健康相談事業

医療機関への頻回、重複受診者に、健康状態に応じた適正受診や生活習慣等の指導を行い、疾病の早期回復の支
援と医療費の適正化を図る。

★令和４年度の取組み

・訪問予定人数：80人（訪問回数：１人当たり２回）

・残薬バッグを配布

エ．柔道整復療養費の適正化

柔道整復療養費支給申請書の内容点検や広報・啓発を効率的に実施し、医療費の適正化を図る。

★令和４年度の取組み

※平成28年度事業開始，平成30年度より福岡県の共同事業化

●システムを活用し、支給前にすべての申請書の内容点検を行い、疑義がある場合は、被保険者照会等を実施し、適正な申請の

み支給する。

●初めて施術を受けた方に、保険適用となる施術に関する啓発文書を送付し、

保険適用外の施術への利用を防止する。

●頻回受診者（同一診療科に多数回受診）、重複受

診者（同一の疾病で複数の医療機関を受診）に対し

て、適正受診や生活習慣等の指導を行う。

－ ２６－

【実施状況】

元年度 ２年度 ３年度

訪問人数（訪問回数） 460人（600回） 120人（129回） 90人（121回）

うち改善者(改善率） 262人(57.0%) 62人(51.7%) 44人(48.9 %)

医療費削減額（月額）※ 2,572千円 600千円 379千円

医療費削減額（年換算） 30,867千円 7,211千円 4,551千円

※医療費削減額（月額）は，訪問前後３か月の平均額の差額

照会文書送付予定数： ７，０００件

啓発文書送付予定数： ７，０００件



オ．適正服薬推進事業

重複服薬や併用禁忌等の服薬がある人に、服薬状況に関する通知書を送付し、医療機関や薬局への相
談を促すことで、服薬状況の改善を図り、健康状態の改善と医療費の適正化を図る。

－ ２７ －

成果指標の達成状況にもとづいて委託料を支払う成果連動型委託により、令和元年度から令和３年度まで実施。

通知書を送付する者と送付しない比較対象者を設定し、通知後３か月間のレセプトで、両者を比較し、成果を測定する。

【成果指標】 ①重複服薬者の減少率 ②併用禁忌服薬者の減少率 ③医療費適正化効果

●実施概要

●令和3年度実績（第4回通知）

【参考】適正服薬推進事業（成果連動型委託）による医療費適正化効果

事業の中で算出した医療費の削減額・・・約9,000万円（各回評価期間は3か月）

●令和４年度以降の取り組み

令和元年度から令和３年度までに実施した事業結果を踏まえ、成果

指標の見直し及び新たな指標の作成を行い、引き続き成果連動型委

託により令和６年度まで実施する。

【成果指標】

①重複服薬者の減少率 ②併用禁忌服薬者の減少率

③-1 医療費適正化効果 ③-2 過去勧奨者における医療費適正化効果

・事業の流れ（第4回通知））※令和３年５月送付

・結果（第4回通知）

令和元年～令和3年度 3年間 ※計7,392人を評価

※併用禁忌・・・通知対象者４名。比較対象者の設定は無し。

【重複服薬】 【医療費の減少】

第１回 第２回 第３回 第４回

重複服薬 38.6ﾎﾟｲﾝﾄ 40.0ﾎﾟｲﾝﾄ 45.9ﾎﾟｲﾝﾄ 27.2ﾎﾟｲﾝﾄ

併用禁忌 0ﾎﾟｲﾝﾄ 100ﾎﾟｲﾝﾄ 100ﾎﾟｲﾝﾄ 100ﾎﾟｲﾝﾄ

医薬品にかかる
医療費の減少

医療費
（1人/1月あたり）

4,427円減少 5,062円減少 4,312円減少 2,104円減少

服薬状況
の変化

通知による効果

　　　　抽出対象期間
（令和2年11月～1月診療分レセプト）
　　　　対象者が医療機関受診

（令和3年6月～8月診療分レセプト）

2年度 3年度
11月-3月 4月-7月 8月-11月 12月-3月

【送付まで】

【送付後】

対象抽出 通知

成果測定医療機関受診

通知対象者（A） 比較対象者（B） 通知による効果（A）-（B）

重複服薬 63.0％減少 35.8％減少 27.2ポイント

併用禁忌 100％減少 － 100ポイント

医薬品にかかる
医療費の減少

医療費
（1人/1月あたり）

2,278円減少 174円減少 2,104円減少

服薬状況
の変化



健診回数：年１回

自己負担：500円

(40歳、50歳、満70歳以上、市県民税非課税世帯は無料）

検査項目：身体測定、尿検査、心電図、

血圧測定、血液検査等

●特定健診（よかドック）

健診の結果、生活習慣病の発症リスクの高い人に、医師や

保健師、管理栄養士などが、食生活や運動等を指導

◆動機付け支援

①面接による支援 ②原則３ヵ月後に評価

◆積極的支援

①初回面接 ②３ヵ月以上の継続的な支援

③初回面接から３ヵ月以上経過後に評価

●特定保健指導

②データヘルス計画の推進

生活習慣病（糖尿病、高血圧症、脂質異常症等）は、自覚症状がないまま進行

し、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を引き起こし、生活の質の低下や医療

費の増大を招くことから、40歳から74歳の国民健康保険被保険者を対象に特定

健診及び特定保健指導を実施し、生活習慣の改善と生活習慣病の予防を図る。

ア．特定健診・特定保健指導による生活習慣病の予防

－ ２８ －

※Ｒ3年度
集計中

※速報値

（単位：％）

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
特定健診受診率 28.0 30.5 33.0 35.5 38.0 40.0
継続受診率 62.0 64.0 66.0 68.0 69.0 70.0
特定保健指導実施率 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0

第三期計画　目標値

R2年度政令市比較

1 仙台市 45.9%
2 新潟市 34.4%
3 北九州市 33.5%
4 静岡市 33.4%
5 さいたま市 32.1%

14 福岡市 25.3%

R2年度政令市比較

1 さいたま市 31.8%
2 静岡市 29.2%
3 広島市 27.5%
4 福岡市 23.4%
5 京都市 21.6%


Graph1

		H29年度

		H30年度

		R1年度

		R2年度

		R3年度



特定健診受診率

0.257

0.272

0.272

0.253

0.259



目標値

		

														(単位：％） タンイ

						第三期計画目標値と実績 ダイサンキケイカクモクヒョウアタイジッセキ

						30年度 ネンド		元年度 ガンネンド		２年度 ネンド		３年度 ネンド		４年度 ネンド		５年度 ネンド

				特定健診受診率 トクテイケンシンジュシンリツ		28.0		30.5		33.0		35.5		38.0		40.0

						27.2

				継続受診率 ケイゾクジュシンリツ		62.0		64.0		66.0		68.0		69.0		70.0

				特定保健指導実施率 トクテイホケンシドウジッシリツ		30.0		32.0		34.0		36.0		38.0		40.0

						31.2





受診率・他都市

		よかドック

		H26N		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		R3年度 ネンド

		23.1%		21.6%		23.0%		25.7%		27.2%		27.2%		25.3%		25.9%

		26.8		28		29		29.2		30.1

		15.9		15.1		15		15.9		16.4

		特定保健指導 トクテイホケンシドウ

		H26N		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		R3年度 ネンド

		35.1%		33.8%		27.4%		27.5%		31.2%		31.5%		23.4%

				年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド

				受診率 ジュシンリツ		23.0%		25.7%		27.2%		27.2%		24.1%

				Ｒ元年度　政令市比較 ガンネンドセイレイシヒカク								Ｒ２年度　政令市比較 ネンドセイレイシヒカク

				1		仙台市 センダイシ		49.0%				1		仙台市 センダイシ		45.9%

				2		新潟市 ニイガタシ		38.9%				2		新潟市 ニイガタシ		34.4%

				3		さいたま市 シ		38.0%				3		北九州市 キタキュウシュウシ		33.5%

				4		千葉市 チバシ		37.6%				4		静岡市 シズオカシ		33.4%

				5		静岡市 シズオカシ		34.1%				5		さいたま市 シ		32.1%

				14		福岡市 フクオカシ		27.2%				14		福岡市 フクオカシ		25.3%

				1		静岡市 シズオカシ		33.7%				1		さいたま市 シ		31.8%

				2		福岡市 フクオカシ		31.5%				2		静岡市 シズオカシ		29.2%

				3		さいたま市 シ		31.1%				3		広島市 ヒロシマシ		27.5%

				4		広島市 ヒロシマシ		27.8%				4		福岡市 フクオカシ		23.4%

				5		北九州市 キタキュウシュウシ		26.5%				5		京都市 キョウトシ		21.6%





受診率・他都市

		



特定健診受診率



40，50歳無料化

		



特定保健指導実施率



よりみち健診実績 (2)

		

				受診率の推移（実績値） ジュシンリツスイイジッセキチ

						27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド		30年度 ネンド		元年度 ガンネンド		２年度 ネンド

				40歳 サイ		11.1%		19.2%		21.0%		20.5%		25.7%		21.9%

				50歳 サイ		12.4%		21.9%		20.6%		18.0%		19.7%		16.6%





よりみち健診実績

		

				よりみち健診の実施状況　 ケンシンジッシジョウキョウ

								29年度 ネンド		30年度 ネンド		元年度 ガンネンド		２年度 ネンドド		３年度 ネンドド

				実施ヵ所 ジッシショ				6		６ヵ所 ショ		８ヵ所 ショ		６ヵ所 ショ		８ヵ所 ショ

				受診者数（うち、よかドック） ジュシンシャスウ				185		353人(108人) ニンニン		434人(156人) ニンニン		333人(120人) ニンニン		356(173人) ニン

				加入保険者数 カニュウホケンシャスウ						20団体 ダンタイ		33団体 ダンタイ		44団体 ダンタイ		46団体 ダンタイ

																※市内のみ シナイ





WEB

		

				よりみち健診の実施状況　 ケンシンジッシジョウキョウ

								29年度 ネンド		30年度 ネンド		元年度 ガンネンド		２年度 ネンドド

				実施ヵ所（ヵ所） ジッシショショ				6		6		8		6

				受診者数（人） ジュシンシャスウニン				185		353		434		333

						内，よかドック受診者（人） ウチジュシンシャニン		103		108		156		120

				保険者数（団体） ホケンシャスウダンタイ						20		33		44





R2_受診動機（月毎）

		

				WEB予約実績 ヨヤクジッセキ

								元年度 ガンネンド		２年度
（※） ネンドド

				受付人数 ウケツケニンズウ				716		2,545

						内，よかドック ウチ		390		942

										※11月末時点 ガツマツジテン





		令和2年度　受診動機（月毎） レイワネンドジュシンドウキツキゴト

				4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		総計

		①市政だより		80		58		278		440		324		558		1,113		667		432		278		501		691		5,420

		②健診ガイド		65		42		227		260		191		344		446		350		230		173		293		535		3,156

		③ポスター・チラシ		1				12		15		10		16		28		25		22		10		17		34		190

		④市からのハガキ		245		170		731		1,210		792		1,491		2,915		2,632		1,711		1,279		2,628		4,210		20,014

		⑤市からの電話		13		4		8		16		14		36		70		34		31		18		45		85		374

		⑥医療機関からのすすめ		25		43		196		297		221		227		348		197		162		160		275		371		2,522

		⑦毎年受診している		161		166		884		1,342		1,028		1,600		3,010		1,949		1,262		858		1,654		2,148		16,062

		⑧その他		21		24		93		135		118		139		218		190		127		111		171		264		1,611

		⑨健診ナビ		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		5		40		48

		無回答		38		27		97		178		80		115		211		147		66		58		121		207		1,345

		総計		649		534		2,526		3,893		2,778		4,526		8,359		6,192		4,043		2,947		5,710		8,585		50,742

				4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		総計

		①市政だより		80		58		278		440		324		558		1,113		667		432		278		501		691		5,420

		②健診ガイド		65		42		227		260		191		344		446		350		230		173		293		535		3,156

		①市政だより・健診ガイド ケンシン		145		100		505		700		515		902		1,559		1,017		662		451		794		1,226		8,576

		③ポスター・チラシ		1				12		15		10		16		28		25		22		10		17		34		190

		④市からのハガキ・電話 デンワ		245		170		731		1,210		792		1,491		2,915		2,632		1,711		1,279		2,628		4,210		20,014

		⑤市からの電話		13		4		8		16		14		36		70		34		31		18		45		85		374

		④市からのハガキ・電話 デンワ		258		174		739		1,226		806		1,527		2,985		2,666		1,742		1,297		2,673		4,295		20,388

		⑥医療機関からのすすめ		25		43		196		297		221		227		348		197		162		160		275		371		2,522

		⑦毎年受診している		161		166		884		1,342		1,028		1,600		3,010		1,949		1,262		858		1,654		2,148		16,062

		⑧その他		21		24		93		135		118		139		218		190		127		111		171		264		1,611

		⑨健診ナビ		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		5		40		48

		総計		649		534		2,526		3,893		2,778		4,526		8,359		6,192		4,043		2,947		5,710		8,585		50,742

				4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		総計						受診動機 ジュシンドウキ

		市政だより・健診ガイド ケンシン		145		100		505		700		515		902		1,559		1,017		662		451		794		1,226		8,576				市からのハガキ・電話 デンワ		20,388

		市からのハガキ・電話 デンワ		258		174		739		1,226		806		1,527		2,985		2,666		1,742		1,297		2,673		4,295		20,388				毎年受診している		16,062

		医療機関からのすすめ		25		43		196		297		221		227		348		197		162		160		275		371		2,522				市政だより・健診ガイド ケンシン		8,576

		毎年受診している		161		166		884		1,342		1,028		1,600		3,010		1,949		1,262		858		1,654		2,148		16,062				医療機関からのすすめ		2,522

		その他		22		24		105		150		128		155		246		216		149		123		193		338		1,611				その他		1,611

		総計		611		507		2,429		3,715		2,698		4,411		8,148		6,045		3,977		2,889		5,589		8,378		49,159





		



①市政だより

②健診ガイド

③ポスター・チラシ

④市からのハガキ

⑤市からの電話

⑥医療機関からのすすめ

⑦毎年受診している

⑧その他

⑨健診ナビ

無回答

Ｒ２年度　よかドック問診票による受診動機集計結果　(全市_月別）



		



市政だより・健診ガイド

市からのハガキ・電話

医療機関からのすすめ

毎年受診している

その他



		



受診動機



ZRROHER (RiE(E)
25E | 285 | 29FE
£ 208%|  22.0%|  24.7%
407% 11.1%|  19.2%|  21.0%
505% 124%|  21.9%|  20.6%








Graph1

		H29年度

		H30年度

		R1年度

		R2年度

		R3年度



特定保健指導実施率

0.275

0.312

0.315

0.234



目標値

		

														(単位：％） タンイ

						第三期計画目標値と実績 ダイサンキケイカクモクヒョウアタイジッセキ

						30年度 ネンド		元年度 ガンネンド		２年度 ネンド		３年度 ネンド		４年度 ネンド		５年度 ネンド

				特定健診受診率 トクテイケンシンジュシンリツ		28.0		30.5		33.0		35.5		38.0		40.0

						27.2

				継続受診率 ケイゾクジュシンリツ		62.0		64.0		66.0		68.0		69.0		70.0

				特定保健指導実施率 トクテイホケンシドウジッシリツ		30.0		32.0		34.0		36.0		38.0		40.0

						31.2





受診率・他都市

		よかドック

		H26N		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		R3年度 ネンド

		23.1%		21.6%		23.0%		25.7%		27.2%		27.2%		25.3%		25.9%

		26.8		28		29		29.2		30.1

		15.9		15.1		15		15.9		16.4

		特定保健指導 トクテイホケンシドウ

		H26N		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		R3年度 ネンド

		35.1%		33.8%		27.4%		27.5%		31.2%		31.5%		23.4%

				年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド

				受診率 ジュシンリツ		23.0%		25.7%		27.2%		27.2%		24.1%

				Ｒ元年度　政令市比較 ガンネンドセイレイシヒカク								Ｒ２年度　政令市比較 ネンドセイレイシヒカク

				1		仙台市 センダイシ		49.0%				1		仙台市 センダイシ		45.9%

				2		新潟市 ニイガタシ		38.9%				2		新潟市 ニイガタシ		34.4%

				3		さいたま市 シ		38.0%				3		北九州市 キタキュウシュウシ		33.5%

				4		千葉市 チバシ		37.6%				4		静岡市 シズオカシ		33.4%

				5		静岡市 シズオカシ		34.1%				5		さいたま市 シ		32.1%

				14		福岡市 フクオカシ		27.2%				14		福岡市 フクオカシ		25.3%

				1		静岡市 シズオカシ		33.7%				1		さいたま市 シ		31.8%

				2		福岡市 フクオカシ		31.5%				2		静岡市 シズオカシ		29.2%

				3		さいたま市 シ		31.1%				3		広島市 ヒロシマシ		27.5%

				4		広島市 ヒロシマシ		27.8%				4		福岡市 フクオカシ		23.4%

				5		北九州市 キタキュウシュウシ		26.5%				5		京都市 キョウトシ		21.6%





受診率・他都市

		



特定健診受診率



40，50歳無料化

		



特定保健指導実施率



よりみち健診実績 (2)

		

				受診率の推移（実績値） ジュシンリツスイイジッセキチ

						27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド		30年度 ネンド		元年度 ガンネンド		２年度 ネンド

				40歳 サイ		11.1%		19.2%		21.0%		20.5%		25.7%		21.9%

				50歳 サイ		12.4%		21.9%		20.6%		18.0%		19.7%		16.6%





よりみち健診実績

		

				よりみち健診の実施状況　 ケンシンジッシジョウキョウ

								29年度 ネンド		30年度 ネンド		元年度 ガンネンド		２年度 ネンドド		３年度 ネンドド

				実施ヵ所 ジッシショ				6		６ヵ所 ショ		８ヵ所 ショ		６ヵ所 ショ		８ヵ所 ショ

				受診者数（うち、よかドック） ジュシンシャスウ				185		353人(108人) ニンニン		434人(156人) ニンニン		333人(120人) ニンニン		356(173人) ニン

				加入保険者数 カニュウホケンシャスウ						20団体 ダンタイ		33団体 ダンタイ		44団体 ダンタイ		46団体 ダンタイ

																※市内のみ シナイ





WEB

		

				よりみち健診の実施状況　 ケンシンジッシジョウキョウ

								29年度 ネンド		30年度 ネンド		元年度 ガンネンド		２年度 ネンドド

				実施ヵ所（ヵ所） ジッシショショ				6		6		8		6

				受診者数（人） ジュシンシャスウニン				185		353		434		333

						内，よかドック受診者（人） ウチジュシンシャニン		103		108		156		120

				保険者数（団体） ホケンシャスウダンタイ						20		33		44





R2_受診動機（月毎）

		

				WEB予約実績 ヨヤクジッセキ

								元年度 ガンネンド		２年度
（※） ネンドド

				受付人数 ウケツケニンズウ				716		2,545

						内，よかドック ウチ		390		942

										※11月末時点 ガツマツジテン





		令和2年度　受診動機（月毎） レイワネンドジュシンドウキツキゴト

				4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		総計

		①市政だより		80		58		278		440		324		558		1,113		667		432		278		501		691		5,420

		②健診ガイド		65		42		227		260		191		344		446		350		230		173		293		535		3,156

		③ポスター・チラシ		1				12		15		10		16		28		25		22		10		17		34		190

		④市からのハガキ		245		170		731		1,210		792		1,491		2,915		2,632		1,711		1,279		2,628		4,210		20,014

		⑤市からの電話		13		4		8		16		14		36		70		34		31		18		45		85		374

		⑥医療機関からのすすめ		25		43		196		297		221		227		348		197		162		160		275		371		2,522

		⑦毎年受診している		161		166		884		1,342		1,028		1,600		3,010		1,949		1,262		858		1,654		2,148		16,062

		⑧その他		21		24		93		135		118		139		218		190		127		111		171		264		1,611

		⑨健診ナビ		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		5		40		48

		無回答		38		27		97		178		80		115		211		147		66		58		121		207		1,345

		総計		649		534		2,526		3,893		2,778		4,526		8,359		6,192		4,043		2,947		5,710		8,585		50,742

				4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		総計

		①市政だより		80		58		278		440		324		558		1,113		667		432		278		501		691		5,420

		②健診ガイド		65		42		227		260		191		344		446		350		230		173		293		535		3,156

		①市政だより・健診ガイド ケンシン		145		100		505		700		515		902		1,559		1,017		662		451		794		1,226		8,576

		③ポスター・チラシ		1				12		15		10		16		28		25		22		10		17		34		190

		④市からのハガキ・電話 デンワ		245		170		731		1,210		792		1,491		2,915		2,632		1,711		1,279		2,628		4,210		20,014

		⑤市からの電話		13		4		8		16		14		36		70		34		31		18		45		85		374

		④市からのハガキ・電話 デンワ		258		174		739		1,226		806		1,527		2,985		2,666		1,742		1,297		2,673		4,295		20,388

		⑥医療機関からのすすめ		25		43		196		297		221		227		348		197		162		160		275		371		2,522

		⑦毎年受診している		161		166		884		1,342		1,028		1,600		3,010		1,949		1,262		858		1,654		2,148		16,062

		⑧その他		21		24		93		135		118		139		218		190		127		111		171		264		1,611

		⑨健診ナビ		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		5		40		48

		総計		649		534		2,526		3,893		2,778		4,526		8,359		6,192		4,043		2,947		5,710		8,585		50,742

				4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月 ガツ		2月		3月		総計						受診動機 ジュシンドウキ

		市政だより・健診ガイド ケンシン		145		100		505		700		515		902		1,559		1,017		662		451		794		1,226		8,576				市からのハガキ・電話 デンワ		20,388

		市からのハガキ・電話 デンワ		258		174		739		1,226		806		1,527		2,985		2,666		1,742		1,297		2,673		4,295		20,388				毎年受診している		16,062

		医療機関からのすすめ		25		43		196		297		221		227		348		197		162		160		275		371		2,522				市政だより・健診ガイド ケンシン		8,576

		毎年受診している		161		166		884		1,342		1,028		1,600		3,010		1,949		1,262		858		1,654		2,148		16,062				医療機関からのすすめ		2,522

		その他		22		24		105		150		128		155		246		216		149		123		193		338		1,611				その他		1,611

		総計		611		507		2,429		3,715		2,698		4,411		8,148		6,045		3,977		2,889		5,589		8,378		49,159





		



①市政だより

②健診ガイド

③ポスター・チラシ

④市からのハガキ

⑤市からの電話

⑥医療機関からのすすめ

⑦毎年受診している

⑧その他

⑨健診ナビ

無回答

Ｒ２年度　よかドック問診票による受診動機集計結果　(全市_月別）



		



市政だより・健診ガイド

市からのハガキ・電話

医療機関からのすすめ

毎年受診している

その他



		



受診動機
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25E | 285 | 29FE
£ 208%|  22.0%|  24.7%
407% 11.1%|  19.2%|  21.0%
505% 124%|  21.9%|  20.6%









●集団健診ウェブ予約の開始（令和元年度～）

令和元年12月から、福岡市健診専用サイト「けんしんナビ」において、スマホ等で

簡単に集団健診の予約ができるウェブ予約を開始。

☆特定健診受診率向上の主な取組み

●よかドック未受診者の医療情報収集事業（令和元年度～）

特定健診と同等の検査を受けている未受診者の検査データを収集し、特定健診を受診したものとみなす

「よかドック医療情報収集事業」を実施。

【R３年度 ： 対象者 3,174人、 実績 737人（収集率23.2％）】

●効果的な個別勧奨の実施（平成28年度～）

受診履歴や生活習慣病の治療の有無など、特性に応じた内容のダイレクトメールと

電話勧奨を組み合わせた個別勧奨を実施。

－ ２９ －

集団健診予約内訳（WEB・電話）

●よりみち健診（平成29年度～）

市民が出かけるついでに、気軽に、特定健診やがん検診などの健診を一度に

受診できる集団健診を、協会けんぽ等と連携し、ホテルやショッピングモール

などで実施。

よりみち健診実績の推移

【YouTubeサイト】【例：40代向け】
DM資材に「動く手紙（動画）」の二次元コードを追加

★令和４年度の取組み

新たに、DM資材に二次元コードを追加し動画によるメッセージを配信するほか、

SMSによる勧奨など、工夫を凝らした取組みを実施。

★令和４年度の取組み

市内８ヵ所、市外４ヵ所の合計１２ヵ所で実施。

人数 割合 人数 割合 人数 割合
WEB 716 21.8% 2,277 17.4% 6,382 36.9%
電話 2,565 78.2% 10,837 82.6% 10,914 63.1%
合計 3,281 100.0% 13,114 100.0% 17,296 100.0%

R1(※) R2 R3

※R1年度は、12月～3月の実績



☆特定保健指導実施率向上の主な取組み

●特定健診・特定保健指導に関する連絡会議の設置（令和元年度～）

特定保健指導実施率向上の方策等を検討するため、医療関係者・研究者等による連絡会議を設置し、実施状況の調査等を踏まえて、

実施方式の見直しや遠隔面接モデル事業の実施等について検討を行う。

－ ３０ －

●特定保健指導の遠隔実施モデル事業の実施（令和３年度～）

実施機関と利用者双方の負担軽減及び利便性の向上を図るため、 情報通信技術を用いた遠隔による特定保健指導をモデル事業

として実施し、今後の導入に向けた効果検証を行う。

【R３年度 ： 利用者26人、終了者 25人】

●特定保健指導未利用者勧奨事業の開始（令和４年度～）※新規

特定保健指導未利用者に対し、特定保健指導の意義・重要性等について啓発の強化を図るとともに、遠隔による特定保健指導の

利用を勧奨するダイレクトメールを送付。

健診受診時 指導終了時 差引
積極的支援 75.7㎏ 73.4㎏ -2.3㎏
動機付け支援 74.0㎏ 71.1㎏ -2.9㎏
積極的支援 93.6㎝ 90.0㎝ -3.6㎝
動機付け支援 93.5㎝ 91.6㎝ -1.9㎝

体重

腹囲

終了者の平均体重・腹囲の変化
【プログラムの流れ】

★令和４年度の取組み

・対象医療機関 ： 南区及び城南区の一部の医療機関（約20機関） ⇒ 全区の医療機関（約160機関）へ拡充

・実施予定者数 ： 約50名 ⇒ 約100名へ増員



イ．糖尿病性腎症重症化予防事業

糖尿病の重症化リスクが高い未治療者や治療中断者を適切な治療行動につなげることで、糖尿病性腎症の進行を予

防し、被保険者のQOL（生活の質）の向上と医療費の適正化を図る。

糖尿病の治療が中断している人に、医療機関への受

診勧奨通知 や、適切な治療行動を支援するために保

健指導を実施。

★令和４年度の取組み

500人に受診勧奨通知を送付し、保健指導を実施。

●治療中断者対策

●未治療者対策（令和２年１２月～）

特定健診の結果、糖尿病に該当し、腎機能が低下して

いる人に、病気の進行ステージに応じた手法により、医療

機関への受診勧奨・保健指導を実施。

－ ３１ －

★令和４年度の取組み

基準該当者に対し、受診勧奨・保健指導を実施。

※1：R2.12月より事業開始。上半期（4～9月）受診者は、レセプトが無い者のみ介入
※2：健診受診後にレセプトが発生している数
※3：令和３年度対象者への介入継続中

【実施状況】

元年度 2年度 3年度

受診勧奨通知送付者数（A） ※１
458人

（392人）
384人

（336人）
400人
(367人)

保健指導実施者数 265 人 278 人 295 人

治療再開者数 ※２ 103 人 92 人 95 人

治療再開割合（B/A） 26.3% 27.4% 25.9%

※1： 受診勧奨実施者のうち、通知書送付までに治療を再開していない者。

※2： 通知書発送から翌年の4月末までに、治療を再開した者。

【実施状況】

2年度 3年度（※3）

基準該当者数 1,008 1,036 
介入者数（A） 736（※1） 1,035 

再
掲

（
延
べ
）

文書送付 691 968 
電話 254 329 

家庭訪問 77 53 

介入後の医療機関受診者数（B）
（※2） 563 516 

医療機関受療割合（B／A） 76.5% 49.9%



元年度 2年度 3年度

784 人 657 人
1200人

（948人）

256 人 349 人 397 人

32.7% 53.1% 41.9%

※1：

※2：

治療開始者数（B）　※２

勧奨通知送付者全員に保健指導を実施。令和３年度は勧奨通知後も受診が確認できない

者に保健指導を実施。（）は、受診勧奨者のうち、心房細動のみの該当者、後期高齢者医

療保険加入者を除き、治療開始の評価対象とした者。

治療開始割合（B/A）

翌年度に生活習慣病のレセプトが確認できた者。令和３年度は事業年度の治療開始者。

【実施状況】

受診勧奨及び保健指導実施者数（A）　※１

ウ．生活習慣病重症化予防事業

●特定健診の結果、特定保健指導に該当していない人のうち、

血糖・血圧・脂質のいずれかの数値が受診勧奨値に該当するか

心房細動の所見があり、健診後に治療を開始していない人に対

して、医療機関への受診勧奨や保健指導を実施。３年度より対

象者に心房細動有所見者、 Ⅰ度高血圧該当者を対象者に追加。

生活習慣病の重症化のリスクが高い未治療者を早期改善・早期治療につなげることで、脳血管疾患、虚血性心疾患、

人工透析等を予防し、被保険者の健康の保持増進と医療費の適正化を図る。

★令和４年度の取組み

・1,200人に受診勧奨通知を送付し、保健指導を実施

エ．生活習慣改善推進事業

肥満は生活習慣病の発症リスクを高めるため、肥満の改善と運動習慣の定着による生活習慣病の早期予防・早期改善

を図ることを目的に、運動と食生活改善の支援を行うプログラムを実施。

●特定健診受診者のうち、特定保健指導等に該当していないＢＭＩ（体格指数）２５以上の人を対象に、スポーツクラブで、運動・食生

活改善の個別支援プログラムを実施。

●令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン型プログラムを実施。

●市施設（さざんぴあ）については、コロナ禍でのオンライン対応が難しいため実施を見合わせ。

★令和４年度の取組み

100人にオンラインと来館の選択制による

プログラムを実施

－ ３２ －

市施設

元年度 2年度 3年度 元年度

110 人 24 人 65 人 21 人

59 人 16 人 56 人 9人

42 人 15 人 47 人 9 人

25 人 9 人 4 人

【実施状況】

スポーツクラブ

年度

個別支援実施者数

個別支援終了者数

生活習慣改善者数
（終了時）

生活習慣改善者数
（翌年度）

【参考】体重・腹囲の変化

体　重 腹　囲

元年度 -0.80kg -1.58cm

2年度 -1.23kg -2.76cm

3年度 -1.04kg -1.38cm

※スポーツクラブの個別支援終了者の平均



７．市民サービスの向上

～国民健康保険手続きのオンライン化～

－ ３３ －

福岡市では、行政手続きのデジタル化・オンライン化などのデジタルトランスフォーメーション（DX）

の取組みを推進しており、国民健康保険も手続きのオンライン化を進めている。

今まで、区役所への来庁や郵送でしか行えなかった手続きについて、新たにスマートフォンやパソ

コンを利用したオンライン申請を可能としている。

○ 被保険者資格の喪失届（社会保険加入） 令和３年１１月～

○ 被保険者証の再交付申請 令和４年７月～

○ 限度額適用認定証 または 限度額適用・標準負担額減額認定証の新規・再交付申請

令和４年７月～

※国保システムの刷新

福岡市システム刷新計画に基づき、令和５年１月に国民健康保

険の業務システムの刷新を予定している。

刷新後、保険料のキャッシュレス決済やクレジットカード納付を

新たに導入するなど、市民サービスの向上を図っていく。



８．新型コロナウイルス感染症への対応
（１）傷病手当金の支給

－ ３４ －

●支給額
直近の継続した３月間の平均給与日額 × ２/３ × 支給対象日数

●適用期間

（２）保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料を減免。

●要件

①世帯の主たる生計維持者の令和４年中の事業収入，不動産収入，山林収入，給与収入（以下「事業収入等」という。）のいずれかの減

少額が令和３年中の当該事業収入等の額の１０分の３以上

②世帯の主たる生計維持者の令和３年中の所得が１０００万円以下

③減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和３年中の所得の合計額が４００万円以下

●対象となる保険料
令和４年度分で，令和４年４月から令和５年３月までに納期限が到来する保険料

●減免額の算定方法

次の（Ａ）×（Ｂ）÷（Ｃ）により求めた額に，減免割合（Ｄ）を乗じる。

（Ａ）対象となる保険料

（Ｂ）主たる生計維持者の減少が見込まれる収入の令和３年中の所得額

（Ｃ）主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和３年中の合計所得金額

（Ｄ）減免割合

被用者のうち新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者が仕事を休み、
給与等の全部または一部の支払いが受けられない場合に傷病手当金を支給（令和２年６月１日施行）。

●支給対象日
労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服する

ことができない期間のうち、就労を予定していた日

令和２年１月１日～令和４年９月３０日（延長の可能性あり）

（ただし、入院が継続する場合等は、最長１年６月まで）

対応状況
区　分 ２年度 ３年度 ４年度※

申請件数 14,977件 3,739件 444件
決定件数 13,983件 3,399件 199件
減免決定金額 1,614,284,300円 576,294,300円 35,135,900円
※令和4年7月末時点

対応状況
区 分 ２年度 ３年度 ４年度※

相談件数 206 722件 381件
申請受付件数 58 318件 208件
支給件数 42 263件 229件
支給額 2,324,790円 11,446,272円 7,870,759円
※令和４年７月末時点
※支給件数,支給額については、前年度申請分を含む



９．令和４年度の国民健康保険料

令和４年度の保険料は、令和３年中の所得をもとに算定したもの。

○保険料率（額）・賦課限度額

－ ３５ －

36,511円 37,709円 ▲ 1,198円

賦課限度額 102万円 99万円 3万円

①医療分＋②支援分＋③介護分

所得割 12.70% 14.01% ▲ 1.31

均等割 39,695円 40,305円 ▲ 610円

世帯割

世帯割 7,356円 7,875円 ▲ 519円

賦課限度額 17万円 17万円 －

③
介
護
分

介護保険を支えるため第２号被保
険者（40歳から64歳まで）が納付
する保険料

（40歳から64歳までの加入者）

所得割 2.77% 3.17% ▲ 0.40

均等割 9,497円 10,139円 ▲ 642円

29,155円 29,834円 ▲ 679円

賦課限度額 85万円 82万円 3万円

①医療分＋②支援分

所得割 9.93% 10.84% ▲ 0.91

均等割 30,198円 30,166円 32円

世帯割

世帯割 8,068円 8,260円 ▲ 192円

賦課限度額 20万円 19万円 1万円

②
支
援
分

後期高齢者医療制度を現役世代
（74歳以下の全国民）で支えるため
の保険料

　　　　　（加入者全員）

所得割 2.87% 3.12% ▲ 0.25

均等割 8,357円 8,352円 5円

世帯割 21,087円 21,574円 ▲ 487円

賦課限度額 65万円 63万円 2万円

①
医
療
分

福岡市国保加入者の医療費を賄う
ための保険料

　　　　　（加入者全員）

所得割 7.06% 7.72% ▲ 0.66

均等割 21,841円 21,814円 27円

区　　　分 令和４年度 令和３年度 前年度比



【 参考 】 収入階層別・世帯構成別のモデル保険料（年額）

－ ３６ －

① １人世帯（介護分該当者） （単位：円）

98万円 43万円 12,800 ▲ 200 4,900 0 17,700 ▲ 200 5,000 ▲ 400 22,700 ▲ 600

125万円 70万円 40,500 ▲ 2,000 15,900 ▲ 800 56,400 ▲ 2,800 15,900 ▲ 1,600 72,300 ▲ 4,400

200万円 132万円 105,700 ▲ 6,300 41,900 ▲ 2,400 147,600 ▲ 8,700 41,500 ▲ 4,700 189,100 ▲ 13,400

300万円 202万円 155,100 ▲ 11,000 62,000 ▲ 4,200 217,100 ▲ 15,200 60,800 ▲ 7,600 277,900 ▲ 22,800

400万円 276万円 207,400 ▲ 15,800 83,200 ▲ 6,100 290,600 ▲ 21,900 81,300 ▲ 10,500 371,900 ▲ 32,400

500万円 356万円 263,900 ▲ 21,100 106,200 ▲ 8,000 370,100 ▲ 29,100 103,500 ▲ 13,700 473,600 ▲ 42,800

600万円 436万円 320,300 ▲ 26,400 129,200 ▲ 10,000 449,500 ▲ 36,400 125,700 ▲ 16,800 575,200 ▲ 53,200

700万円 520万円 379,600 ▲ 32,000 153,300 ▲ 12,100 532,900 ▲ 44,100 148,900 ▲ 20,300 681,800 ▲ 64,400

800万円 610万円 443,200 ▲ 37,900 179,100 ▲ 10,900 622,300 ▲ 48,800 170,000 0 792,300 ▲ 48,800

② ３人世帯（うち介護分該当者２人） （単位：円）

98万円 43万円 25,900 ▲ 200 9,900 0 35,800 ▲ 200 7,900 ▲ 500 43,700 ▲ 700

125万円 70万円 62,300 ▲ 2,000 24,300 ▲ 700 86,600 ▲ 2,700 20,600 ▲ 2,000 107,200 ▲ 4,700

200万円 132万円 132,100 ▲ 6,200 52,000 ▲ 2,400 184,100 ▲ 8,600 45,700 ▲ 5,000 229,800 ▲ 13,600

300万円 202万円 198,800 ▲ 10,900 78,700 ▲ 4,200 277,500 ▲ 15,100 70,300 ▲ 8,200 347,800 ▲ 23,300

400万円 276万円 251,100 ▲ 15,700 100,000 ▲ 6,000 351,100 ▲ 21,700 90,800 ▲ 11,200 441,900 ▲ 32,900

500万円 356万円 307,500 ▲ 21,100 122,900 ▲ 8,000 430,400 ▲ 29,100 113,000 ▲ 14,300 543,400 ▲ 43,400

600万円 436万円 364,000 ▲ 26,400 145,900 ▲ 10,000 509,900 ▲ 36,400 135,200 ▲ 17,500 645,100 ▲ 53,900

700万円 520万円 423,300 ▲ 31,900 170,000 ▲ 12,100 593,300 ▲ 44,000 158,400 ▲ 11,600 751,700 ▲ 55,600

800万円 610万円 486,900 ▲ 37,800 195,800 5,800 682,700 ▲ 32,000 170,000 0 852,700 ▲ 32,000

４年度 前年度比 ４年度 前年度比

４年度 前年度比 ４年度 前年度比４年度 前年度比前年度比 ４年度 前年度比
給与収入 所得

①医療分 ②支援分 ①医療分＋②支援分 ③介護分 合計　①+②+③

４年度

４年度 前年度比前年度比 ４年度 前年度比
給与収入 所得

①医療分 ②支援分 ①医療分＋②支援分 ③介護分 合計　①+②+③

４年度



10．国への主な要望事項

国民健康保険が抱える構造的な問題の解決に向けて、国民健康保険運営協議会の答申を踏まえながら、様々な機会

を捉えて抜本的な改革や財政支援の拡充等を国へ要望している。

－ ３７ －

本市単独
政令市主管
部課長会議

指定都市
市長会

大都市民生
主管局長会議

全国市長会
県市長会

九州市長会
九州都市国保

大項目 中項目 令和４年７月 令和４年８月 令和４年７月 令和４年７月 令和４年６月 令和４年７月 令和４年８月

医療制度改革 安定的で持続可能な制度構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○

医療保険制度の一本化 ○ ○ ○ ○ ○ ○

都道府県単位化にあたり、累積赤字や
法定外繰入のある保険者への必要な措置

○ ○ ○ ○

国による財政支援の拡充
（被保険者の負担増を招かないこと）

○ ○ ○ ○ ○ ○

国庫負担 国庫負担の引上げ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医療費助成実施に伴う国庫負担金減額制度
の撤廃

○ ○ ○ ○ ○ ○

新型コロナウイルス感染症対策等に伴う公費の拡充 ○ ○ ○ ○

保険料の公平性 低所得者層に対する負担軽減策の拡充 ○ ○ ○

賦課限度額の引上げ ○ ○ ○ ○

所得に応じた段階的な賦課限度額の設定 ○ ○ ○ ○ ○

特定健診・
特定保健指導

補助単価引き上げ等の十分な財政措置 ○ ○ ○ ○ ○

外国人に対する国民健康保険制度の周知 ○

旧被扶養者への応能割保険料減免の見直し ○ ○ ○

主な要望事項

資格・賦課



○ 第２回運営協議会 ・・・・・・・・・・ 令和５年１月中旬開催予定

・ 諮問（令和５年度一人あたり保険料 等）

・ 審議

● その他 今後の審議予定について

○ 第３回運営協議会 ・・・・・・・・・・ 令和５年１月下旬開催予定

・ 審議の続き

・ 答申（案）とりまとめ

－ ３８ －



● 事務局関係者名簿

【福岡市国民健康保険運営協議会 庶務担当】

福岡市保健医療局 総務部 保険年金課

－ ３９ －
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桑野　幸一

　保険医療課長 鹿野　由紀

区
　
　
役
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保
健
医
療
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　局長 舟越　伸一
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千綿　啓介

　西区保険年金課長 坂本　学

　西区西部出張所 山﨑　友次

組　　織

　南区保険年金課長 有間　信行

　城南区保険年金課長 永瀬　眞二

　保険年金課長

平田　成人
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